
議第１２５号 公の施設の指定管理者の指定について 

 

１ 趣旨 

呉市地方卸売市場の指定管理者を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の

２第６項の規定により，あらかじめ呉市議会の議決を経て，指定しようとするものです。 

 

２ 公の施設の概要 

施 設 名 呉市地方卸売市場 

施設所在地 呉市光町１５番１号 

設置年月日 昭和２６年１月２０日（市場業務の開始日） 

昭和５７年７月１５日（現在の市場設置認可日） 

平成２０年４月 １日（中央卸売市場から地方卸売市場への転換日） 

設 置 目 的  生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り，もっ

て市民等の生活の安定に資するための施設として設置する。 

設 置 条 例 呉市地方卸売市場業務条例 

施設規模等 敷地面積 ５０，５２１㎡（うち駐車場１２，３６８㎡（５７６台）） 

延べ面積 ２５，９９１㎡ 

主要施設 管理棟（鉄筋コンクリート造，３階建て，延べ面積1,137㎡） 

青果棟（鉄骨造，２階建て，延べ面積12,355㎡） 

水産棟（鉄骨造，２階建て，延べ面積3,249㎡） 

冷蔵庫棟（鉄筋コンクリート造，平屋建て，延べ面積1,665㎡） 

関連商品売場棟（鉄骨造，２階建て，延べ面積3,437㎡） 

上記のほか，関係事業者事務所棟，加工所棟，倉庫棟，福利厚

生施設棟，守衛所棟等 

利 用 状 況 

 

【市場内事業者】※平成２８年１０月末現在 

卸売業者２社，仲卸業者６社，関連事業者１２社，関係組合等５団体 

【買受人等】※平成２８年１０月末現在 

売買参加者（青果部）１２２人，（水産物部）２１４人 

買出人（青果部）４４人 

【取扱数量及び金額】※平成２７年度実績 

青果物 １７，３９２ｔ  ４０億１，１１５万円 

水産物  １，５８１ｔ  １７億０，０２４万円 

指定管理業

務に係る主

要な決算の

状況 

【呉市分】 

 平成２７年度 

  歳入                  ０千円 

  歳出             ５２，０６０千円 

   指定管理料         ５２，０６０千円 

【指定管理者分】 

平成２７年度 



  歳入             ８４，８０２千円 

   指定管理料         ５２，０６０千円 

   電気使用料         ２７，１１９千円 

上下水道使用料        ４，２３３千円 

不用品売払代金        １，０３３千円 

   その他収入            ３５７千円 

  歳出             ８４，６７７千円 

    人件費           １６，６５６千円 

   光熱水費          ３３，３６７千円 

   修繕料            ６，９３７千円 

委託料           ２３，４８３千円 

   その他支出          ４，２３４千円 

指定管理実

績 

平成２４年４月１日～平成２９年３月３１日 一般社団法人呉市地方卸売市

場協会 

 

３ 指定管理者の業務の範囲 

  (1) 市場の施設，設備及び備品等の維持管理に関する業務 

  (2) 市場施設の使用（又は指定）許可等に関する業務 

  (3) 市場関係事業者の許可等に関する業務 

  (4) 売買取引に係る許可等に関する業務  

(5) 市場の設置目的を達成するために市長が必要と認める業務 

  (6) 上記の業務に付随する業務 

 

４ 指定期間 

  平成２９年４月１日から平成３４年３月３１日まで（５年間） 

 

５ 団体（候補者）の概要 

団 体 名 一般社団法人呉市地方卸売市場協会 

団体所在地 呉市光町１５番７号 

代表者氏名 代表理事 中下 壯平 

設立年月日 平成２３年６月１日 

設 立 目 的 市場の管理及び運営について，生鮮食品等の取引の適正化とその生産及

び流通の円滑化を図り，もって市民等の生活の安定に資することを目的と

する。 

事 業 概 要 地方公共団体からの指定に基づく指定管理者としての市場及び建物の管

理及び運営受託業務 

従 業 員 数 ５人 

役 員 代表理事  中下 壯平 

理  事  大嶋 祥道  岩岡 和則  岡本 年博  大島 淳稔 



 津川 敏幸  山下 秀重         

監  事  湯月 千秋  芦苅  剛 

決   算 平成２７年度 

売 上 高  ７８，１９２千円 

営業利益     ６４０千円 

純 利 益     ４６７千円 

 

６ 団体（候補者）から提出された事業計画書等の概要 

管理運営上

の基本方針 

市場関係法令や仕様書等に基づき，適切な管理を行う。 

市場流通環境の変化に対応した運営を行い，市場活性化の対策や，市民

ニーズに合致する事業も展開する。 

管理運営体

制 

(1) 総括責任者１名，総括責任者補佐１名と管理運営に当たる職員３名の

計５名で業務を行う。 

 (2) 個人情報等の取扱いについて，管理責任者等を配置して適正管理し，

情報漏えい等の事故の防止に努める。 

施設の維持

管理 

(1) 施設等に異常が生じたときは，速やかに状況把握を行い対処する。 

(2) 災害等緊急時における対応のため，マニュアルや連絡網を作成し，早

期に正常化が図られる体制を整備する。 

(3) 再委託業務については，実績・信頼のある事業者へ委託するととも

に，適正実施の確認を行う。 

(4) 市場関係事業者との迅速な連携や情報の共有ができる利点を生かし，

苦情・トラブルの発生に対して早期解決を図り，秩序維持に努める。 

(5) 市場関係者へ省エネなどの環境問題対策のチラシなどを配布して啓発

するとともに，市場内の美化推進などにも努める。 

利用促進の

取組 

空き施設の情報を発信するとともに，積極的に市場活性化策や市場ＰＲ

活動を実施し，施設利用の魅力を高め，市場関係者による広報協力も得な

がら，空き施設の解消に努める。 

自主事業そ

の他サービ

ス向上の取

組 

(1) 市民に市場流通の機能や役割を理解してもらうため,市場祭りを開催す

る。 

(2) 市場経由産の生鮮食料品等のＰＲや消費拡大などを図るため，調理講

習会や食育講習会等を行う。 

(3) 小中学生を対象とした体験型市場見学の拡充や朝市,市場開放デイなど

市場開放に向けた取組に努める。 

(4) 市場の機能を維持していくため,市場関係者と協力して生産者（産地，

ＪＡ，漁協等）との連携強化を図り，集荷力の強化や集荷エリアの拡大

に努める。 

経費縮減の

取組 

(1) 定年者など，ある程度生計の安定した者を適正な賃金で雇用すること

で，人件費を軽減し，経費削減を図る。 

(2) 修繕等その他の経費について，効率的で安価な方法を研究し，経費抑



制に努める。 

収 支 計 画 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度から平成３３年度までの総額（括弧内は１年当たりの平均額） 

 収入             ４３５，４００千円 (87,080千円) 

  指定管理料         ２６８，６４０千円 (53,728千円) 

  電気使用料         １４２，０００千円 (28,400千円) 

  上下水道使用料        ２１，０００千円 ( 4,200千円) 

  不用品売払代金         ３，５５０千円 (  710千円) 

  その他収入             ２１０千円 (    42千円) 

 支出             ４３５，４００千円 (87,080千円) 

  人件費            ８２，３００千円 (16,460千円) 

  光熱水費          １７３，５００千円 (34,700千円) 

  修繕料            ４０，０００千円 ( 8,000千円) 

委託料           １２２，３５０千円 (24,470千円) 

  その他支出          １７，２５０千円 ( 3,450千円) 

 

７ 選定委員会による審査結果の概要 

  (1) 応募者  

団体名 団体所在地 代表者氏名 

一般社団法人呉市地方卸売市場協会 呉市光町１５番７号 中下 壯平 

(2) 審査基準  

  応募者が，(1) に掲げる１者であったため，募集要項においてあらかじめ示したとお 

り，採点による審査を行わず，各基準ごとにその適否を審査したものです。  

審 査 基 準 判 定 

① 事業計画書の内容が，利用者の平等性が確保されるものであ

ること。 

【主な評価の視点】 

利用者の平等な利用の確保 

適・否 

② 事業計画書の内容が，施設の適切な維持及び管理を図ること

ができるものであること。 

【主な評価の視点】 

管理運営方針の内容 

利用者へのサービス提供維持 

再委託の適切な実施 

災害等の緊急時の適切な対応 

適・否 

③ 事業計画書の内容が，管理経費の縮減が図られるものである

こと。 

【主な評価の視点】 

適正な管理経費 

管理経費の縮減 

適・否 



指定管理料の妥当性 

④ 事業計画書の内容が，市場運営を円滑に行えるものであるこ

と。 

【主な評価の視点】 

市場関係事業者等との連携 

苦情等の適切な対応 

個人情報等の適正管理 

利用者の満足度の把握 

適・否 

⑤ 事業計画書の内容が，利用促進が図られるものであること。 

【主な評価の視点】 

施設利用者増加の取組等 

適・否 

⑥  施設の管理を安定して行える体制であること。 

【主な評価の視点】 

資力及び経営基盤 

職員の配置等及び人材の確保 

施設管理の適切な準備 

類似施設の管理実績及び管理に関する知識等 

適・否 

⑦ 環境に配慮した運営が行われるものであること。 

【主な評価の視点】 

環境への配慮 

適・否 

⑧ 市場の設置目的に資するための自主事業の提案があるか。 

【主な評価の視点】 

自主事業の内容 

適・否 

⑨ 市場流通の維持，活性化のため具体的で実現可能な提案があ

るか。 

【主な評価の視点】 

市場流通の維持・活性化 

実現性 

適・否 

総 合 判 定 
 適・否 

※否は失格 

(3) 審査結果  

応募者 
一般社団法人呉市地方

卸売市場協会 
【評価した点】 

(1) 市場の管理運営については，当該団

体は市場の実態を熟知しており，その

特性を最大限に生かした提案内容であ

ること。 

(2) 経費削減については，指定管理者と

してのこれまでの実績により効率的か

つ計画的な管理運営が可能であると認 

総合判定 適 

審査基準 ① 

審査基準 ② 

審査基準 ③ 

審査基準 ④ 

審査基準 ⑤ 

適 

適 

適 

適 

適 



審査基準 ⑥ 

審査基準 ⑦ 

審査基準 ⑧ 

審査基準 ⑨ 

適 

適 

適 

適 

められること。 

(3) 市場の活性化については，ホームペ

ージの作成や体験型市場見学など市場

に関するＰＲ活動，集荷力の強化など

効果的な提案内容であること。 

(4) 選定委員会委員名簿  

 氏   名 所   属   等 

委 員 長  松 尾 俊 彦  広島文化学園大学学長補佐 

副委員長 中 野 正 氣 呉商工会議所専務理事 

委  員  神 藤 敦 美  税理士 

 清 田 清 美  呉市消費者協議会会長 

 種 村   隆  呉市産業部長 

 

８ 選定の理由 

当該施設については，指定管理者の公募を行ったところ，応募者が１者であったため，

当該者を指定管理者とすることの適否につき，呉市公の施設の指定管理者の指定の手続等

に関する条例施行規則（平成１８年呉市規則第１号）第３条の規定に基づく選定委員会に

おいて審査を行いました。 

その結果，応募者である一般社団法人呉市地方卸売市場協会が指定管理者として適当で

あると認められたため，当該団体を指定管理者の候補者として選定したものです。 

 


